
京都市美術館条例の一部を改正する条例（平成３０年３月２９日京都市条例第   号）

（美術館） 

  京都市美術館の再整備に伴い，次のとおり必要な措置を講じることとしました。 

１ 設置目的の変更 

   美術を中心とする文化芸術の振興による市民の豊かな生活の形成に資することとし

ました。 

２ 事業の追加 

京都市美術館において新たに次に掲げる事業を行うこととしました。 

  市民の生涯学習の機会の提供 

    美術館を拠点とした京都の魅力及び日本文化の発信 

    文化芸術を通じた賑わいづくり 

 ３ 開館時間の変更 

   開館時間を次のとおり変更しました。 

改     正     前 改     正     後 

午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で 午 前 １ ０ 時 か ら 午 後 ６ 時 ま で 

 ４ 店舗の設置に関する規定 

   店舗を設置することとしました。 

 ５ 観覧料 

   観覧料を次のとおりとしました。 

区           分 

観 覧 料（１ 人 に つ き） 

個     人 
団      体 

市  内 市  外 

一 般 
円 

５００  
円 

７００  
円 

６００ 

小学校の児童，中学校及び高等
学校の生徒並びに高等専門学
校の学生 

３００  ２００ 

備考 市内の欄は本市の区域内に住所を有する者について，市外の欄はその他の者に

ついてそれぞれ適用しました。 

 ６ 使用料 

   再整備後の美術館の展示区画，展示室等の使用料を定めました。 

この条例は，市規則で定める日から施行することとしました。 
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ただし，別館の使用に関する規定は，平成３２年４月１日から施行することとしまし

た。 

また，使用の許可の申請その他美術館を供用するために必要な準備行為は，平成３０

年３月２９日から行うことができることとしました。 



 京都市美術館条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３０年３月２９日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市美術館条例の一部を改正する条例 

 京都市美術館条例の一部を次のように改正する。 

 第１条第１項中「の振興」を「を中心とする文化芸術の振興による市民の豊かな生活の

形成」に，「を収集し，保管し，及び展示するとともに，美術に関する調査，研究」を「の

収集，保管，展示」に改める。 

 第２条第４号中「等の開催」を「その他市民の生涯学習の機会の提供」に改め，同条第

６号を同条第８号とし，同条第５号の次に次の２号を加える。 

   美術館を拠点とした京都の魅力及び日本文化の発信 

   文化芸術を通じた賑わいづくり 

 第３条中「午前９時から午後５時まで」を「午前１０時から午後６時まで」に改める。 

 第４条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改める。 

 第５条第１項中「者」の右に「（以下「観覧者」という。）」を加え，「額の範囲内におい

て別に定める」を削り，同条第５項各号列記以外の部分中「及び第２項」を「から第３項

まで」に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項中「第１項」の右に「，第３項」を加

え，同項を同条第５項とし，同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め，同項を同条第

４項とし，同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず，市長は，観覧者が展示室における展示の観覧と併せて他

の施設を利用し，又は他の事業を観覧する場合その他特に必要があると認めるときは，

別表第１に掲げる額の範囲内で，その都度別に定める観覧料を徴収することができる。 

 第６条の見出し中「使用」を「展示室等の使用」に改め，同条第１項中「の展示室」を

「（店舗及び構内地（自動販売機又は駐車場を設置して営業する場合その他市長が適当と認

める場合における当該場所に限る。以下「特定構内地」という。）を除く。）」に改め，同条

第２項本文中「美術館の展示室」を「第１０１号展示室，第１０２号展示室，第１０３号

展示室，第１０４号展示室，第１０５ａ号展示室，第１０５ｂ号展示室，第１０６号展示

室，第１０７号展示室，第１０８号展示室，第１０９号展示室，第１１０号展示室，第２

０１号展示室，第２０２号展示室，第２０３号展示室，第２０４号展示室，第２０５号展
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示室，第２０６号展示室，第２０８号展示室，第２０９号展示室，第２１０号展示室，第

２１１号展示室，第２１２号展示室，第２１３号展示室，新館企画展示室，第１展示室及

び第２展示室（以下「展示室」という。）」に改める。 

 第７条の見出しを「（展示室等の使用料）」に改め，同条第１項中「もの（」の右に「次

条の規定により店舗又は特定構内地（以下「店舗等」という。）における使用の許可を受け

た者（以下「店舗等使用者」という。）を除く。」を加え，「使用者」を「貸出施設使用者」

に改め，同条第４項中「使用者」を「貸出施設使用者」に，「電気又はガス」を「電気，ガ

ス又は水道」に改め，同項を同条第８項とし，同条第３項本文中「前２項」を「第１項か

ら第４項まで」に改め，同項を同条第７項とし，同条第２項中「前項」を「前３項」に改

め，「超えて，」の右に「又は休館日に」を加え，同項に次のただし書を加える。 

ただし，１００円未満の端数があるときは，これを切り捨てる。 

第７条第２項を同条第４項とし，同項の次に次の２項を加える。 

５ 前項の規定にかかわらず，休館日の午前１０時から午後６時までに，美術品その他こ

れに類する物を展示し，又は社会教育の振興を図る目的のために展示室を使用する場合

であって，搬入，搬出等の準備行為を行うときは，使用料を徴収しない。 

６ 本市の区域内に存する保育所，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，大学その他市長

が別に定めるものが，専ら在籍する乳児，幼児，児童，生徒又は学生の作品を展示する

ために使用する場合は，第２項及び第３項の規定を適用しない。 

 第７条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず，別表第２に掲げる展示区画並びに新館企画展示室，第１展

示室及び第２展示室（以下「展示区画等」という。）のうち２区分以上を使用する場合

の使用料は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる方法により計算し，１０

０円未満の端数を生じたときは，これを切り捨てる。この場合において，展示区画を構

成する一部の展示室を使用する場合は，１区分を使用したものとして計算する。 

   ２区分を使用する場合 別表第２に掲げる使用料の合計額の１．１倍に相当する額 

   ３区分を使用する場合 別表第２に掲げる使用料の合計額の１．３倍に相当する額 

  ４区分以上を使用する場合 別表第２に掲げる使用料の合計額の１．５倍に相当す

る額 

３ 第１項の規定にかかわらず，展示区画等を１週間を超えて使用する場合の使用料は，

別表第２に掲げる額（前項の規定の適用がある場合にあっては，その適用後の額）の１．



１倍に相当する額とする。ただし，１００円未満の端数があるときは，これを切り捨て

る。 

 第１６条を第２１条とする。 

 第１５条第３項中「美術」の右に「又は美術館の運営」を加え，同条を第２０条とする。 

 第１４条中「使用者」を「使用者等」に改め，同条を第１９条とする。 

第１３条各号列記以外の部分中「一」を「いずれか」に改め，同条を第１８条とする。 

 第１２条中「使用者」を「使用者等」に改め，同条に次のただし書を加える。 

  ただし，市長が特に支障がないと認めるときは，この限りでない。 

 第１２条を第１７条とする。 

 第１１条中「使用者」を「使用者等」に改め，同条を第１６条とする。 

 第１０条第１項中「使用者」を「貸出施設使用者及び店舗等使用者（以下「使用者等」

という。）」に改め，同条第２項中「使用者」を「使用者等」に改め，同条を第１５条とす

る。 

 第９条を第１４条とし，第８条を第１３条とする。 

第７条の次に次の５条を加える。 

（店舗等の使用の許可） 

第８条 店舗等を使用して営業しようとする者は，市長の許可を受けなければならない。 

（使用期間） 

第９条 店舗等の使用期間は１０年以内とする。 

２ 前項の使用期間は，更新することができる。ただし，店舗等の使用期間の更新は，１

回を超えて行うことができない。 

（公募） 

第１０条 市長は，店舗等の使用の許可をしようとするときは，別に定める事項を明示し

て，当該許可を受けようとする者を公募し，その応募者のうちから公正な方法で選考し

て，当該許可を受ける者を決定するものとする。 

２ 市長は，前項の公募をするときは，その応募者に，店舗等に係る使用料の額その他市

長が必要と認める事項を提案させるものとする。この場合において，市長は，その提案

に係る使用料の下限となる額（以下「最低限度額」という。）を定めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず，市長は，公募を行った場合において，応募者がないとき

その他市長が別に定めるときは，公募を行わずに店舗等使用者を決定することができる。



この場合において，別に定める事項を除くほか，当該公募を行うときに定めた最低限度

額その他の条件を変更することができない。 

（連帯保証人及び保証金） 

第１１条 市長は，店舗等の使用の許可に際し，必要があると認めるときは，連帯保証人

を立てさせ，又は別に定める額の保証金を納入させることができる。 

（店舗等の使用料等） 

第１２条 店舗等使用者は，土地及び建物の時価，近傍類似地の固定資産評価額，取得価

額，減価償却額，使用の態様，立地条件及び公募において店舗等使用者が提案した額を

勘案して，市長が定める使用料を納入しなければならない。 

２ 前項の使用料は，使用期間の属する年度ごとに前納しなければならない。ただし，市

長が特別の理由があると認めるときは，この限りでない。 

３ 店舗等使用者は，電気，ガス又は水道を特別に使用したときは，その実費を納入しな

ければならない。 

別表第１から別表第３までを次のように改める。 

別表第１（第５条関係） 

区     分 

観 覧 料 （ １ 人 に つ き ） 

個    人 
団   体 

市  内 市  外 

一 般 
円 

５００  

円 

７００  

円 

６００ 

小学校の児童，中学校及び高等学校

の生徒並びに高等専門学校の学生 
３００  ２００ 

備考１ 「団体」とは，２０人以上のものをいう。 

２ 「一般」とは，小学校の児童，中学校及び高等学校の生徒並びに高等専門学校

の学生以外の者をいう。 

３ 市内の欄は，本市の区域内に住所を有する者について，市外の欄はその他の

者について，それぞれ適用する。 

別表第２（第７条関係） 

 



区 分 
午前１０時から午後１時まで 午後２時から午後６時まで 全    日 

入 場 料 な し 入 場 料 あ り 入 場 料 な し 入 場 料 あ り 入 場 料 な し 入 場 料 あ り 

 

１階北

西展示

区画 

全面使用 
円 円 円 円 円 円 

１０，６００  １１，７００  １４，１００  １５，６００  ２４，６００  ２７，１００  

第１０１

号展示室 
５，４００  ６，０００  ７，２００  ８，０００  １２，６００  １３，９００  

 

第１０２

号展示室 
３，１００  ３，５００  ４，２００  ４，７００  ７，２００  ８，０００  

 

第１０５a

号展示室 
２，１００  ２，４００  ２，８００  ３，１００  ４，８００  ５，３００  

 

１階北

東展示

区画 

全面使用 ９，５００  １０，５００  １２，７００  １４，０００  ２２，１００  ２４，４００  

 

第１０３

号展示室 
２，９００  ３，２００  ３，８００  ４，２００  ６，６００  ７，３００  

 

第１０４

号展示室 
４，６００  ５，１００  ６，２００  ６，９００  １０，７００  １１，８００  

 

第１０５b

号展示室 
２，１００  ２，４００  ２，８００  ３，１００  ４，９００  ５，４００  

 
１階南

東展示

区画 

全面使用 １０，８００  １１，９００  １４,３００  １５,８００  ２５,０００  ２７,５００  

 

第１０６

号展示室 
５，４００  ６,０００  ７,１００  ７,９００  １２,４００  １３,７００  

 

第１０７

号展示室 
５,５００  ６,１００  ７,３００  ８,１００  １２,７００  １４,０００  

 

１階南

西展示

区画 

全面使用 １１,１００  １２,３００  １４,７００  １６,２００  ２５,７００  ２８,３００  

 

第１０８

号展示室 
３,０００  ３,３００  ３,９００  ４,３００  ６,８００  ７,５００  

 

第１０９

号展示室 
３,０００  ３,３００  ４,０００  ４,４００  ６,９００  ７,６００  

 

第１１０

号展示室 
５,３００  ５,９００  ７,０００  ７,７００  １２,２００  １３,５００  

 



         

 

２階北

西展示

区画 

全面使用 １３,８００  １５,２００  １８,４００  ２０,３００  ３２,１００  ３５,４００  

本

館 

第２０１

号展示室 
５,４００  ６,０００  ７,２００  ８,０００  １２,６００  １３,９００  

 

第２０２

号展示室 
３,２００  ３,６００  ４,３００  ４,８００  ７,４００  ８,２００  

 

第２０３

号展示室 
２,３００  ２,６００  ３,１００  ３,５００  ５,３００  ５,９００  

 

第２０４

号展示室 
３,０００  ３,３００  ４,０００  ４,４００  ７,０００  ７,７００  

 
２階北

東展示

区画 

全面使用 ９,４００  １０,４００  １２,６００  １３,９００  ２１,９００  ２４,１００  

 

第２０５

号展示室 
４,２００  ４,７００  ５,６００  ６,２００  ９,７００  １０,７００  

 

第２０６

号展示室 
５,３００  ５,９００  ７,１００  ７,９００  １２,３００  １３,６００  

 
２階南

東展示

区画 

全面使用 １０,９００  １２,０００  １４,６００  １６,１００  ２５,４００  ２８,０００  

 

第２０８

号展示室 
５,５００  ６,１００  ７,４００  ８,２００  １２,８００  １４,１００  

 

第２０９

号展示室 
５,５００  ６,１００  ７,３００  ８,１００  １２,７００  １４,０００  

 

２階南

西展示

区画 

全面使用 １３,８００  １５,２００  １８,４００  ２０,３００  ３２,２００  ３５,５００  

 

第２１０

号展示室 
３,０００  ３,３００  ４,０００  ４,４００  ７,０００  ７,７００  

 

第２１１

号展示室 
２,３００  ２,６００  ３,１００  ３,５００  ５,３００  ５,９００  

 

第２１２

号展示室 
３,２００  ３,６００  ４,３００  ４,８００  ７,４００  ８,２００  

 

第２１３

号展示室 
５,４００  ６,０００  ７,２００  ８,０００  １２,６００  １３,９００  

 



         

 

ホ ー ル 

（ １ 平 方 メ ー ト ル に つ き ） 
３５０  

 
北 中 庭 ４７,４００  ６３,２００  １１０,５００  

 
多目的スペース １５,１００  ２０,２００  ３５,２００  

 
新館企画展示室 ２４,４００  ２６,９００  ３２,６００  ３５,９００  ５６,９００  ６２,６００  

 
ギ ャ ラ リ ー ７,８００  １０,３００  １８,０００  

 
講 演 室 １６,３００  ２１,８００  ３８,０００  

別

館 

第 １ 展 示 室 ７,７００  ８,５００  １０,３００  １１,４００  １８,０００  １９,８００  

第 ２ 展 示 室 ８,７００  ９,６００  １１,６００  １２,８００  ２０,３００  ２２,４００  

屋 内 構 内 地 

（１平方メートルにつき） 
２５０  

屋 外 構 内 地 

（１平方メートルにつき） 
１２０  

付 属 施 設 別に定める。 

付 属 設 備 別に定める。 

備考１ 「全日」とは午前１０時から午後６時までをいう。 

２ 「入場料」とは，使用者が，いかなる名義でするかを問わず，入場者から徴

収する入場の対価をいう。 

３ 「本館」とは，美術館において別館以外の部分をいう。 

４ 第６条第２項ただし書の規定によりこの表に掲げる施設を使用する場合の

使用料は，展示区画を構成する展示室，第１展示室又は第２展示室について当

該規定を適用する場合にあってはこの表に掲げる額の３倍に相当する額，新館

企画展示室について当該規定を適用する場合にあってはこの表に掲げる額の

２倍に相当する額とする。 

５ 貸出施設使用者が入場料を徴収する場合において， に掲げる額が に掲げ

る額を超えるときの使用料は， に掲げる額とする。 

   その使用に係る入場料の総額を入場料を徴収した者の数（以下「有料入場

者数」という。）で除して得た額に，アからオまでに掲げる有料入場者数の

区分に応じてそれぞれに掲げる割合を乗じて得た額の合計額。この場合にお



いて，第６条第２項ただし書の規定により使用する場所が存する場合にあっ

てはこの表に掲げる当該場所に係る使用料の額に４の規定を適用した後の

額についてその使用日数を乗じて得た額を，この表に掲げる使用時間の区分

を超えて，又は休館日に美術館を使用する場合にあってはその使用に係る場

所について第７条第４項及び第５項の規定により計算した額をそれぞれ加

算する。 

  ア 有料入場者数が１人から５０，０００人まで １割 

  イ 有料入場者数が５０，００１人から１００，０００人まで １割５分 

  ウ 有料入場者数が１００，００１人から２００，０００人まで ２割 

  エ 有料入場者数が２００，００１人から３００，０００人まで ２割５分 

  オ 有料入場者数が３００，００１人以上 ３割 

  この表の展示区画又は展示室の使用料の額（第７条第２項から第５項ま

での規定又は４の規定の適用がある場合にあっては，その適用後の額）に

その使用日数を乗じて得た額 

別表第３（第７条関係） 

区          分 使用料（１時間につき） 

午 後 １ 時 か ら 午 後 ８ 時 ま で 全日の使用料の２割に相当する額 

午 後 ８ 時 か ら 午 後 ９ 時 ま で 全日の使用料の３割に相当する額 

午前０時から午前１０時まで及び午後９

時から午後１２時まで 
その都度市長が定める。 

休 館 日 全日の使用料の３割に相当する額 

備考１ 「全日の使用料」とは，別表第２に掲げる全日の使用料の額（第７条第２項

及び第３項の規定の適用がある場合にあっては，その適用後の額）をいう。 

２ 超える時間が１時間未満であるとき，又は１時間未満の端数があるときは，３

０分以上を１時間とし，３０分未満は，これを切り捨てる。 

３ 搬入，搬出等の準備行為その他現に使用している時間について適用する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，市規則で定める日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当



該各号に定める日から施行する。 

   次項の規定 公布の日 

   第３条，第６条及び第７条の改正規定並びに別表第１から別表第３までの改正規定

（別表第２及び別表第３に係る部分に限る。）（いずれも別館の使用に関する部分に限

る。） 平成３２年４月１日 

（準備行為） 

２ 使用の許可の申請その他美術館を供用するために必要な準備行為は，この条例の施行

前においても行うことができる。 

（美術館） 


